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要　約
　現行の知的財産法，特に特許法によるデータ保護が必ずしも充分なものとは言えないことに鑑み，「プログ
ラム等」に該当しないデータについて，それが化体された「物」について特許を受けることにより，間接的に
実質的な保護を受けることができるかについて検討する。特許要件を満たす生成方法により生成されるデータ
一般を検討対象データと想定し，コンピュータ読み取り可能な記録媒体，印刷物，立体物等を検討対象有体物
として，検討対象データを化体した検討対象有体物を生産する方法について特許を受けることにより，当該検
討対象有体物の保護を通じて当該検討対象データについても一定の保護が及び得ることを論じる。特に，検討
対象データのみがインターネット等を介して流通した先で検討対象有体物に化体された場合に，当該検討対象
有体物の使用等の行為について特許権を及ぼし得ることを示す。
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1．はじめに
　近年のいわゆる第四次産業革命の進展に伴い，デー
タが価値創出の源泉として認識されるに至り，データ
の利活用に注目が集まっている。その中で，価値ある
データに対する法的保護への関心も高まっているが，
現行の知的財産法においてはデータ一般について一律
の保護は与えられず，ごく一部のデータについてパッ
チワーク的に保護が認められているに過ぎないとされ
る（1）。すなわち，各種データのうち知的財産法による
保護が及ぶのは，特許法上の発明，著作権法上の著作

物，不正競争防止法上の営業秘密・限定提供データに
該当する限られたもののみであり，第四次産業革命の
結果新たに生まれた価値あるデータの中に，これらに
該当しないことで保護が与えられず，他者による盗用
を法的に防ぐことができないものが存在し得る状況に
あると言える。
　AI・IoT 関連技術の発展が進む中，これらの技術
に対する特許法上の保護の在り方についても議論がな
されているが（2），これらの技術において大きな役割を
果たすとされる各種データについては，現行特許法上
の保護が直接与えられる例は限定的と考えられてい
る。特許法上の保護を受ける発明たる「物」には，有
体物のみならず「プログラム等」が含まれ（特許法 2
条 3 項 1 号），データの一種である「プログラム等」
については保護が及ぶと言えるが，「プログラム等」
に当たるものは「プログラム」及び「プログラムに準
ずるもの」に限られ（同条 4項），「プログラム」以外
で保護が及ぶデータは，その構造がコンピュータの処
理を規定するという点でプログラムに類似する性質を
有した「構造を有するデータ」や「データ構造」にと
どまる（3）。
　このように，現行の知的財産法，特に特許法による
データ保護は，必ずしも充分なものとは言えない。以
上のことを前提として，本稿では，「プログラム等」
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に該当しないデータについて，それが化体された「物」
について特許を受けることにより，間接的に実質的な
保護を受けることができるかについて検討する。より
具体的には，データの生成方法が特許要件を満たすも
のである場合に，当該生成方法により生成されたデー
タを化体させた有体物に向けたクレームを作成するこ
とにより，当該クレームに係る発明について特許を受
けることができるか，特許を受けた場合に保護が及ぶ
有体物の範囲はどのようなものか，特許を受けた場合
に得られる保護がどのような行為に及ぶものであるの
かといった諸事項についての考察を行う。

2．検討対象とその特許性
　まず，データが化体された有体物に向けたクレーム
を作成することを検討し，そのようなクレームに係る
発明について特許を受けることができるかを考察する。
検討の前提として，本稿において検討対象とするデー
タ，有体物及びクレーム形式を示し，検討対象とした
ものが特許要件を充足するかを検証する。

　2．1　検討対象データ
　本稿において特許法上の保護の検討対象となるべき
データは，第四次産業革命の結果新たに生まれた価値
あるデータであって，特許法上の保護対象である「プ
ログラム等」には必ずしも該当しないが，特許法上の
保護が及ぶことについて妥当性が認められ得るデータ
である。このような観点から，AI・IoT 関連技術を
中心とした，特許要件を満たす生成方法により生成さ
れるデータ一般を，本稿における検討対象データとす
る。AI により生成された画像，音楽，動画，文章等
の各種コンテンツデータや，AI モデルの学習済みパ
ラメータといったものが主な対象として想定される
が，IoT データの取得方法や AI 学習用データの生成
方法などが特許要件を満たすものである場合には，こ
れらのデータも対象に含まれる。
　このようなデータの多くは，コンピュータの処理を
規定するものではなく「プログラム等」に該当しない
ことから，物の発明（特許法 2条 3項 1号）としての
特許を受けることができるものではない。一方で，当
該データを生成する方法の発明について特許を受けた
場合には，当該データが「プログラム等」として特許
法上の「物」に該当しない限り，物を生産する方法の
発明（同項 3 号）ではなくいわゆる単純方法の発明

（同項 2 号）に係る特許権が生じると解され，当該方
法によりデータを生成する行為に対しては当該特許権
が及び得るものの，当該方法により生成されたデータ
の提供や使用には当該特許権が及ばないと考えられ
る。
　なお，データの特定は，前述のように生成方法によ
り行うほか，当該データの構成要素，機能，特性等に
よって行うことが考えられる。しかしながら，特許要
件を満たす生成方法により生成されるデータについて
は，当該データに特許法上の保護が及ぶことの妥当性
を，生成方法が特許要件を満たすことにより担保し得
る一方，構成要素，機能，特性等により特定される
データについては，当該データに特許法上の保護が及
ぶことの妥当性をいかなる条件により担保するかが明
らかでない。したがって，本稿においては，構成要
素，機能，特性等により特定されるデータについては
検討対象としないこととする。ただし，これらのデー
タについても，以後の議論が部分的に当てはまると考
えられ，本稿で以後に検討する方策によって保護を受
けることができる場合があると思われる。

　2．2　検討対象有体物
　データを化体させる有体物として最も汎用性が高い
ものは，コンピュータ読取り可能な記録媒体であろ
う。AI・IoT 関連技術において取り扱われるデータ
は主にデジタルデータであり，デジタルデータを記録
媒体に格納することにより，記録媒体をデータが化体
されたものとすることができる。記録媒体へのデータ
の化体は，データの内容によらず可能なものであり，
汎用性に優れるものであることから，本稿における有
体物としては，記録媒体を中心的な検討対象に位置付
けることとする。
　記録媒体の他にデータを化体させる有体物として考
えられるものとして，データを印刷した印刷物があ
る。印刷物は，コピー用紙のような印刷用紙のほか，
ポスター，本，ラベル，衣服などの多種多様な物を含
み得るものであり，データが画像や文章であるときに
特に化体に適したものである。また，データが三次元
形状を表すものである場合（4），当該データを 3D プリ
ンタにより出力して得られる立体物は，当該データを
化体した有体物であると言える。このような印刷物や
立体物についても併せて，本稿における検討対象とし
て取り扱う。
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　2．3　検討対象クレームの形式
　検討対象データを化体させた検討対象有体物に特許
権を及ぼし得るクレーム形式として，物の発明（特許
法 2条 3項 1号）の形式と，物を生産する方法の発明
（同項 3 号）の形式が考えられる。本節では，それぞ
れのクレーム形式のものを仮の検討対象クレームとし
て，当該検討対象クレームに係る発明が特許要件を充
足し得るかを考察する。そして，特許要件を充足する
と考えられる形式のものを，次章以降における検討対
象クレームとする。

　（1）　物の発明
　まず，「〇〇手順により生成したデータを記録した
記録媒体」「〇〇手順により生成した画像データを印
刷した印刷物」といった物の発明のクレーム形式が考
えられる。このような形式であれば，「プログラム等」
に該当しないデータ自体をクレームする場合のカテゴ
リー不明確（特許法 36 条 6 項 2 号違反）の拒絶理
由（5）を回避することができると思われる。しかしなが
ら，この検討対象クレームは，次の点で拒絶理由を生
じ，特許を受けることは難しいと考える。

　1）発明該当性（特に「技術的思想」該当性）
　発明該当性（特許法 29 条 1 項柱書違反）の判断に
おいて，一般によく問題となるのは「自然法則を利
用」したものであるかという点である。この点につい
ては「発明特定事項に自然法則を利用していない部分
があっても，請求項に係る発明が全体として自然法則
を利用していると判断される場合は，その請求項に係
る発明は，自然法則を利用したものとなる」とされて
いるところ（6），検討対象クレームにおいては，データ
の生成方法が特許要件を満たす，すなわち自然法則を
利用したものであるとしたことから，当該生成方法に
より生成されたデータを有体物に化体させるという形
式的な事項を加えたクレーム全体を見た場合において
も，当該クレームに係る発明は全体として自然法則を
利用したものであると考えられる。
　検討対象クレームについて問題となるのは，当該ク
レームに係る有体物が，検討対象データを記録又は印
刷等の単純な方法で化体させたものにすぎず，「情報
の単なる提示（提示される情報の内容にのみ特徴を有
するものであって，情報の提示を主たる目的とするも
の）」に該当し，「技術的思想」に当たらないとされ得

る点である（7）。この点について，情報の提示（提示そ
れ自体，提示手段，提示方法等）に技術的特徴がある
ものは，情報の単なる提示に当たらないとされてお
り，検討対象クレームの発明該当性についてはこの観
点からの検討を要する。
　カラオケ用ビデオ映像等が記録された記録媒体につ
いて発明該当性を判断したビデオ記録媒体事件判決（8）

は，「記録媒体における「情報の提示（提示それ自体，
提示手段，提示方法など）に技術的特徴があるもの」
とは，情報の記録の仕方それ自体や，記録手段及び記
録方法等に技術的特徴があることから，その結果とし
て，提供された情報にその特徴が反映されたものとい
わなければならない」と判示し，発明の要旨から「歌
うべき曲の歌詞である文字情報に基づく文字につい
て，一定の色を付すことを前提として，伴奏となる音
声情報の進行，すなわち時間の経過に伴い，色調変化
器によって，この文字の色を，順次，異なる色に着色
せしめて記録したこと」を特徴と認定した上で，記録
媒体の再生時に「歌唱者に対して，伴奏となる音声情
報の進行に伴って，歌うべき文字の色が，順次，異
なって表示されていくという結果」が提供されること
を指摘し，結論として発明該当性を認めている。この
判断手法によれば，記録媒体について情報の提示に技
術的特徴があると言うためには，記録媒体への情報の
記録過程が備える技術的特徴から，それを反映した効
果を当該記録媒体から情報が読み出され提供されるこ
とにより奏するという関係が存することを要すると解
される（9）。この点は，ビデオ記録媒体事件判決が「技
術は一定の目的を達成するための具体的手段であ」（10）

ることを踏まえてなされており，技術的特徴を具体的
手段と目的達成すなわち効果により構成されるものと
捉えていることによると見られる。
　このような観点から，検討対象クレームに記載のも
のについて情報の提示に技術的特徴があると言えるか
を検討する。検討対象有体物への検討対象データの化
体過程については，検討対象データの生成方法が特許
要件を満たすこととした点から，当該生成方法に技術
的特徴があると言うことができる。しかしながら，当
該技術的特徴によって奏される効果は一般に，ある種
のデータを生成可能とするというものであって，検討
対象有体物が提供されることによって初めて奏される
ものではない。したがって，検討対象クレームに係る
有体物は，情報の提示に技術的特徴を有するものでは
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なく，情報の単なる提示に当たるものとされる可能性
が高いと考える。

　2）PBPクレームの取扱い
　検討対象クレームは，生成方法により検討対象デー
タの特定を行っている点で，いわゆるプロダクト・バ
イ・プロセス・クレーム（PBP クレーム）に該当す
る。このことから，検討対象クレームについて，以下
の 2つの拒絶理由が生じるおそれがある。
　まず，検討対象クレームの記載が明確性要件（特許
法 36 条 6 項 2 号）を満たすのは，「出願時においてそ
の物をその構造又は特性により直接特定することが不
可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が
存在するときに限られ」（11），そうでない場合には明確
性要件を満たさないとされる。本稿においては，検討
対象データの生成方法として AI・IoT 技術に関する
ものを想定しているところ，AIの学習方法については
構成による特定が不可能かつ非実際としてPBPクレー
ムの明確性が肯定される余地があるとする論考（12）も見
られるが，そのようなものに該当しない生成方法につ
いては，生成方法としては特許要件を満たすもので
あっても，PBP クレームに用いた場合には不可能・
非実際的事情が認められず明確性要件を満たさないと
されることが考えられる。
　また，PBP クレームに係る発明の要旨が，特許請
求の範囲に記載の製造方法に限定されず，いわゆる物
同一説により「当該製造方法により製造された物と構
造，特性等が同一であるものとして認定される」（13）こ
とから，新規性又は進歩性欠如の拒絶理由を生じる状
況が想定される。このような状況としては，例えば，
データの生成方法が，破損データの復元方法や暗号化
データの復号方法など，過去に存在したデータと同一
のデータを検討対象データとして生成するものである
場合が考えられる。復元や復号等の対象として，公知
のデータが破損や暗号化等したものを取り扱う可能性
がある場合，当該公知のデータと検討対象データは同
一のものであることから，それぞれのデータを化体し
た検討対象有体物同士も同一であると判断されること
となり，結果として，検討対象クレームに係る発明の
新規性又は進歩性が，当該公知のデータ又はそれが格
納されている記録媒体に基づいて否定されることと
なる。

　（2）　物を生産する方法の発明
　物の発明についての特許権取得が困難な事情が存す
るとき，代替的に，物を生産する方法の発明について
の特許権取得を行うことが考えられる（14）。この場合
における検討対象クレームは「データを生成する〇〇
手順と，当該データを記録媒体に記録する手順と，を
含む記録媒体の生産方法」「画像データを生成する〇〇
手順と，当該画像データを印刷物に印刷する手順と，
を含む印刷物の生産方法」といったものとなろう。
　このような検討対象クレームによれば，物の発明と
した場合に生じ得た拒絶理由はいずれも解消する上，
設定登録後に受けられる保護の内容についても物の発
明とした場合と比べて遜色のないものとなると考えら
れる。したがって，本稿においては以後，物を生産す
る方法の発明のクレーム形式によるものを検討対象ク
レームとする。

　1）物の発明との比較
　物の発明としてクレームを作成した場合に生じ得た
拒絶理由は，検討対象クレームにおいてはいずれも解
消すると考えられる。まず，発明該当性（「技術的思
想」該当性）の拒絶理由については，発明の要旨が手
順に関するものとなり，情報を提示する物自体に関す
るものではなくなることから，生じないこととなると
考えられる。また，物の発明については，PBPクレー
ムに該当する場合に問題が生じるのに対し，方法の発
明についてはこの点は問題にならないこととなる。
　加えて，物を生産する方法の発明についての特許権
は，物の発明についての特許権と概ね同様の行為に対
して及ぶ。物の発明について「実施」に該当する行為
は，当該物の生産に加え，当該物の使用や譲渡等といっ
た行為である（特許法 2条 3項 1号）のに対し，物を
生産する方法の発明については，当該方法の使用に加
え，当該方法により生産した物の使用や譲渡等といっ
た行為が該当する（同項 3 号）。両者を比較すると，
物の使用や譲渡等といった行為については完全に一致
し，物の生産について前者は製法の限定を受けず（15）

後者は限定を受ける点においてのみ相違する（16）。
　検討対象クレームに係る発明について特許権が生じ
る結果，検討対象データを化体した検討対象有体物自
体を物の発明と見た場合には特許要件を充足していな
いにも関わらず，同一の検討対象有体物の使用や譲渡
等といった行為に対して当該特許権が及ぶこととなる
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が，この帰結は法の予定するところと言える（17）。

　2）単純方法の発明との区別
　物を生産する方法の発明と，いわゆる単純方法の発
明とは，法文上異なるカテゴリーのものとして規定さ
れており，それぞれの発明の「実施」に包含される行
為について異なる定義がなされている（特許法 2 条 3
項）。一の請求項に係る発明が，物を生産する方法の
発明と単純方法の発明とのいずれであるのかが不明確
である場合には，そのような発明に特許を付与すると
特許権が及ぶ範囲も不明確となることから，カテゴ
リー不明確（特許法 36 条 6 項 2 号違反）の拒絶理由
を生じるおそれがある（18）。したがって，検討対象ク
レームに係る発明が，単純方法に係る発明でなく物を
生産する方法の発明であると疑義なく判断できること
を要すると解される。
　請求項に係る発明が，方法の発明と物を生産する方
法の発明のいずれに該当するかは，まず特許請求の範
囲の記載に基づいて判定すべきものであるとされる（19）。
そして，単純方法の発明は「物自體ヲ何等變更スルコ
トナク單ニ其物ヲ使用スルニ止マリ之ニヨリ生産ヲ伴
ハサル使用方法ノ發明」（20），「生産物を伴わず，操作を
受ける目的物に変化を生ぜしめることを目的としない
方法」（21）などと説明され，物を生産する方法の発明に
ついては①「生産される物，すなわち製造，組立，加
工などの対象とされる物は，少なくとも，譲渡又は輸
入の対象となり得るような独立性のある物」（22）である
ことや，②「原料や材料等の出発物質に何らかの手段
を講じて，その化学的，物理的な性質，形状等を変化
させて，新たな物を得ること」（23），③「目的物質は，出
発物質と比較して，社会，経済的観点に照らして，前
者が新たな価値を伴った物であること」（24）が必要とさ
れる。
　このことを踏まえ，検討対象クレームに係る発明が
物を生産する方法の発明として疑義なく認められ得る
かを検討する。まず，検討対象クレームの末尾を「記
録媒体の生産方法」「印刷物の生産方法」等とするこ
とで，検討対象有体物を生産する方法の発明を意図し
ていることは明確であり，検討対象データについて

「記録媒体に記録する手順」「印刷物に印刷する手順」
等を検討対象クレーム上で明示することで，②検討対
象データを化体させる処理によって化体前とは異なる
状態となった新たな検討対象有体物を得ること，③検

討対象データが化体されたことにより検討対象有体物
が新たな価値を有するに至ること，を満たし得ると考
えられる。
　一方，検討対象有体物を「記録媒体」「印刷物」等
として検討対象クレーム上で特定することのみによっ
ては，直ちには①検討対象有体物が譲渡又は輸入の対
象となり得る独立性のある物であることは明らかとな
らず，検討対象クレーム上のこれらの語が包含する物
の外延を検討する必要があると考える。結局，検討対
象クレームに係る発明が物を生産する方法の発明であ
ると判断できるかは，検討対象有体物が独立性のある
物であると言えるかによって定まることとなるため，

「記録媒体」「印刷物」等の生産物の独立性について次
の 3）において検討する。

　3）生産物の独立性
　まず，「記録媒体」には，光ディスクやUSBメモリ
等の機器外付型のものと，内蔵ハードディスクや
eMMC（embedded Multi Media Card）等の機器内
蔵型のものとが包含され得る。機器外付型のものにつ
いては，機器から取り外した状態で流通するものであ
ることから，譲渡又は輸入の対象となり得る独立性が
あると考えられる一方，機器内蔵型のものについて
は，その具体的な態様によって独立性の有無が変わり
得る。機器内蔵型のもののうち，内蔵ハードディスク
等，機器から取り外し可能でその物単位での流通が行
われ得るパーツ型のものについては独立性が肯定さ
れ，eMMC 等，機器からの取外しが困難でその物単
位での流通が行われ得ない組込型のものについては独
立性が否定されると考える。
　なお，機器外付型やパーツ型の記録媒体について，
その物単位での流通として，ブランクメディアとして
の流通が行われていることのみでは独立性を肯定する
には足りず，特定の情報が記録されている状態で当該
情報の受渡しのための流通が行われていることが必要
であるとする立場があり得る。この点については，独
立性の要求が「特許法 2条 3項 3号は，物を生産する
方法の発明について，その方法により生産した物の使
用，譲渡若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為が
実施に当たる旨規定している」ことから導かれてい
る（25）ことに鑑みて，生産物について実施行為たる譲
渡や輸入が観念できる程度に独立していれば足りると
解すべきであって，観念できることを超えて現実の取
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引需要が存在すること等を要求すべきではないと考
える。
　一方，検討対象有体物が「印刷物」や「立体物」で
ある場合については，検討対象データの物への化体を
印刷機等の装置を用いて行うのが通例であり，そのよ
うな装置で取り扱うことができるものが規定サイズ内
の物に限られるのが一般的であることから，大概の状
況において印刷物等に譲渡又は輸入の対象となり得る
独立性が肯定されると考えられる。ただし，例外的な
状況として，比較的大きな物の一部分を対象としてそ
の表面に印刷を施して得られる当該一部分を指して
「印刷物」の語が用いられるような状況においては，
当該一部分に独立性が認められない限り，検討対象有
体物について独立性が否定されると考える。
　以上のように，検討対象クレーム上で特定される検
討対象有体物について，譲渡又は輸入の対象となり得
る独立性を有する物と有しない物の両方を含むと解釈
され得る場合が存在すると考えられ，このような場合
にはカテゴリー不明確（明確性要件違反）の拒絶理由
を生じるおそれがある。この拒絶理由を解消するため
には，検討対象クレームにおける検討対象有体物を独
立性のある物に限定する補正が必要となるほか，独立
性のない物についても保護を追求する場合には，例え
ば検討対象有体物を「記録媒体」から「記録媒体を有
する装置」へと補正するなど，生産物を独立性が認め
られる単位の物とする対応が必要となろう。
　ただし，検討対象クレームにおける「記録媒体」
「印刷物」等の検討対象有体物を指す用語の解釈が，
請求項の記載のみではなく，明細書及び図面の記載や
出願時の技術常識をも考慮して行われる（26）ことに鑑
みると，明確性要件違反の拒絶理由を回避するため
に，検討対象クレームにおいて限定的な用語を用いる
ことは必ずしも要さず，当該用語を独立性のある物に
限定して解釈することによりこの拒絶理由を回避でき
る場合もあると考える。このような解釈を採用するに
は，明細書，特許請求の範囲又は図面において，検討
対象有体物が独立性のない物を包含し得ると解釈でき
る記載を行わないよう留意する必要があると思われる。

3．保護を受ける生産物の範囲
　検討対象クレームに係る発明について特許を受けた
場合には，検討対象クレームに記載の方法を使用した
生産行為のほか，「その方法により生産した物」の使

用等の行為についても特許権が及ぶこととなる（特許
法2条 3項 3号）。物の発明について特許を受けた場合
には，「その特許権の効力は，当該物と構造，特性等
が同一である物であれば，その製造方法にかかわらず
及ぶ」（27）ことから，検討対象有体物に検討対象データ
と同一のデータが化体されていれば当該検討対象有体
物に特許権が及ぶと解せるのに対し，物を生産する方
法について特許を受けた場合には，検討対象有体物に
特許権を及ぼすためには，検討対象有体物に検討対象
データと同一のデータが化体されていることのみでは
足りず，当該検討対象有体物の生産が検討対象クレー
ムに記載の方法により行われることが必要となる。
　このことを前提として，本章では，検討対象データ
を化体した検討対象有体物のうち，どのようなものに
検討対象クレームに係る特許権が及び得るのかを検討
する。

　3．1　生産方法の推定
　物を生産する方法の発明についての特許権に関し
て，その物と同一の物はその方法により生産したもの
と推定する旨の規定が存在する（特許法 104 条）。検
討対象データが化体されている検討対象有体物につい
て，この推定が働く場合，検討対象クレームに記載の
方法により生産されクレーム構成要件が充足されたも
のとして特許権が及ぶこととなる。検討対象データが
化体されている検討対象有体物であれば，多くの場合
この推定を受けると思われるが，一部にこの推定が及
ばない場合も存在し得る。
　まず，被疑侵害者からの反証があれば推定は覆され
得る。被疑侵害者が推定を覆すためには，「単に自ら
の実施している方法を開示するだけでは不十分であつ
て（それだけでは…推定を覆すことにならない。），更
に，その方法が特許発明の方法と異なる方法であつ
て，特許権を侵害するものではないことまで主張し，
かつ，立証しなければならない」（28）とされることに照
らせば，被疑侵害者が，検討対象データが化体された
検討対象有体物を生成した方法を開示し，その方法が
検討対象クレームに記載の方法とは異なることを主張
立証した場合には，推定が覆され，当該検討対象有体
物には特許権が及ばないこととなる。
　また，この推定は，生産物が特許出願前に国内公知
の物であった場合には働かない。化体する検討対象
データが非公知のものである場合には，検討対象有体



データを化体させた物に係る特許権を通じた各種データの実質的な保護可能性に関する検討

Vol. 75　No. 6 － 99 － パテント 2022

物についても同様に非公知であると言える一方，化体
する検討対象データが国内公知のものであった場合に
は，検討対象有体物についても国内公知であったとさ
れることが考えられる。このような状況は，例えば，
データの生成方法が，破損データの復元方法や暗号化
データの復号方法など，過去に存在したデータと同一
のデータを検討対象データとして生成するものである
ときに生じ得るものである。
　このように，生産方法の推定が働かず，検討対象有
体物が検討対象データを化体していることから直ちに
当該検討対象有体物に特許権が及ぶとは言えない場合
が存在する。このことを踏まえ，本節では，検討対象
クレームの構成要件充足性に疑義を生じ得る各種状況
について，検討を加える。

　（1）　データの流通先で生産された物
　特許権者自身が検討対象データの生成及び検討対象
有体物への化体を行う場合など，単一の主体が検討対
象クレームに記載の全手順を行う場合には，検討対象
クレームの構成要件は明らかに充足され，当該主体が
化体手順を行った検討対象有体物に特許権が及ぶこと
となる。特許権が及ぶかが問題となり得るのは，特許
権者が生成した検討対象データがインターネット等に
より流通した場合に，流通する検討対象データを取得
した他人が検討対象有体物に化体させるなど，生成手
順と化体手順が異なる主体により実行される状況であ
る。このような状況においては，複数の主体による行
為を全体として見れば検討対象クレームの構成要件が
充足されるものの，それぞれの主体ごとの行為を個別
に見ると構成要件が充足されないことから，複数の主
体による行為全体に基づいて構成要件の充足性を評価
することが許容されるかにより結論が分かれることと
なる。
　複数主体による特許発明への関与は，特許権侵害の
成否を判断する場面においても論点となることがあ
り，この論点について，構成要件の充足性と実施主体
の認定を分けた二段階で侵害成否の判断を行う例が見
られる（29）。二段階のうち後半の判断は，侵害成立に
当たって関与者が「侵害する者又は侵害するおそれが
ある者」（特許法 100 条）や「侵害した者」（民法 709
条）であるとの要件を満たすことを要することから行
われていると考えられる。これに対し，物を生産する
方法の発明について，ある物が「その方法により生産

した物」（特許法 2 条 3 項 3 号）に当たるかを判断す
る場面においては，判断すべき要件に「者」の概念が
含まれないことから，二段階のうち後半の判断は不要
となり，前半のものだけを判断すれば足りることにな
ろう。
　この考え方によれば，検討対象クレームに記載の方
法について，単一の主体によって行われるか複数の主
体によって全体として行われるかを問わず，構成要件
を充足する場合には，その方法により生産された検討
対象有体物に対して特許権が及ぶと解される。した
がって，検討対象データの生成と検討対象有体物への
化体が異なる主体により行われた場合でも，当該検討
対象有体物に特許権が及ぶと考える。

　1）望ましい検討対象クレーム
　前述した二段階の判断手法の前半である，構成要件
の充足性の判断については，「2 つ以上の主体の関与
を前提に，行為者として予定されている者が特許請求
の範囲に記載された各行為を行ったか…を判断すれば
足り」るとされている（30）。したがって，複数主体の
行為が全体として検討対象クレームの構成要件を充足
すると言うには，各行為を行った主体と，検討対象ク
レームにおいて各行為の主体と解釈される者とが一致
する必要があり，例えば検討対象クレームが単一主体
のみによって実行されるものであると解釈されるな
ど，検討対象クレームを解釈した結果として行為主体
の不一致が認められる場合には，検討対象有体物に特
許権が及ばないとされる可能性がある。
　検討対象クレームが不利に解釈されることを避ける
ためには，検討対象クレームにおいて，各手順の実行
主体を特定するなど，複数主体により構成要件が充足
されることも想定していることを明示することが望ま
しい。具体的には，「データ生成者が検討対象データ
を生成する〇〇手順と，前記データ生成者又は前記検
討対象データを取得した者が前記検討対象データを検
討対象有体物に化体させる手順と，を含む検討対象有
体物の生産方法」のように，各手順の実行主体を特定
することが考えられる。

　2）外国におけるデータ生成
　生成手順と化体手順が異なる主体により実行される
状況には，特許権者が外国で生成手順を実行するなど，
一部の手順が外国で実行される場合が含まれ得る。こ
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のような場合については，属地主義の観点から，外国
における行為に基づいて我が国の特許権の効力を生じ
させることができるのかという点が問題となり得る。
　物の製造方法の特許の効力について，パリ条約 5条
の 4は，国内製造物と外国製造物を区別しない旨を規
定している。これによれば，物を生産する方法の全手
順が外国で実行された場合に，生産物に我が国の特許
権が及ぶのであるから，一部の手順のみが外国で実行
された場合について，生産物に我が国の特許権が及ぶ
ことを否定すべき理由はないと考える。

　（2）　偶発的に生産された物
　特定の検討対象データを化体させる意思の下で検討
対象有体物が生産された場合，当該検討対象有体物に
特許権が及び得ることについては異論のないものと思
われるが，特定の検討対象データを化体するという明
確な意思なく半ば偶発的に検討対象有体物が生産され
た場合に，当該検討対象有体物に特許権が及び得るか
は必ずしも明らかでない。このような状況は，例え
ば，検討対象データを含むひとまとまりのデータにつ
いてキャッシュ，ミラーリング，バックアップ等を目
的とした複製を行う場合などに生じるものであり，当
該データに著作物が含まれていたとしても権利制限規
定（著作権法 47 条の 4）の対象となるものである。
　この点について特許法は，物を生産する方法の発明
の実施に当たる行為に関して，一方では「その方法の
使用をする行為」（特許法 2 条 3 項 2 号）とした規定
を参照し，他方では「その方法により生産した物の使
用…をする行為」（同項 3 号）と規定しており，後者
について「その方法の使用により生産した物の使用…
をする行為」という文言を採用していない。このこと
によれば，「その方法により生産した物」に該当する
ためには，その物を生産する行為がその方法の「使
用」に当たるものであることを要さず，「使用」に該
当しない形でその方法による物の生産が行われること
で足りると考えられる。
　方法の発明の「使用」概念は，物の発明の「使用」
概念と共通すると考えられており（31），物の発明の使用
は「発明の目的を達するような方法で当該発明に係る
物を用いることをいう」と解されている（32）。検討対象
クレームに係る発明は，特定の検討対象データの生成
を主たる目的としてなされたものであり，検討対象有
体物への化体は形式的に付加されたにすぎないと考え

られることに鑑みれば，当該特定の検討対象データを
化体の対象とするという意思を欠く検討対象有体物の
生産は，発明の目的を達するような態様でなされたも
のと評価されない可能性がある。しかしながら，「そ
の方法により生産した物」に該当するか否かの判断に
おいてはこの点は問題とならず，結論として，特定の
検討対象データを化体するという意思なく生産された
検討対象有体物であっても，特許権は及び得ると考え
る。

　3．2　生産物の種類
　特許権が及ぶ検討対象有体物の種類の決定は，特許
発明の技術的範囲の画定により行われるものであり，
検討対象クレームにおける用語の意義の解釈に当たっ
て明細書の記載及び図面を考慮しつつ，検討対象ク
レームの記載に基づいてなされるものである（特許法
70 条各項）。一方で，2.3（2）3）で述べたとおり，検
討対象クレームに係る発明について特許を受けるに当
たっては，検討対象有体物について譲渡又は輸入の対
象となり得る独立性を有する物への限定が，検討対象
クレームの記載上明示的になされているか，明示的な
記載がなくとも解釈によりなされている状況にあると
考えられる。特許権が及ぶ検討対象有体物が独立性を
有する物に限られることについて，前者の場合には疑
義のないものと思われるが，後者の場合には，審査段
階における解釈が特許発明の技術的範囲の画定の場面
においても維持されるのかという点が問題となる。
　後者の場合について，独立性を有しない検討対象有
体物が技術的範囲に属すると仮定すると，検討対象ク
レームに係る方法により生産される物が独立性を有し
ないことから，検討対象クレームに係る発明は物を生
産する方法の発明でなく単純方法の発明とされること
になり（33），生産物には特許権が及ばないことになる。
したがって，独立性を有しない検討対象有体物に特許
権が及ぶことは起こり得ず，特許権が及ぶ検討対象有
体物は譲渡又は輸入の対象となり得る独立性を有する
物に限られると考えられる。

4．特許権が及ぶ行為
　検討対象クレームに係る発明について特許を受けた
場合，生産方法の使用をする行為のほか，前章で検討
した生産物を使用等する行為について，特許権が及ぶ

（特許法 2条 3項 3号）。本章では，検討対象クレーム
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に係る発明の内容に即して，特許権が及ぶ各行為に含
まれるものの具体的態様を，検討対象データの保護に
資するものであるのかという視点から検討する。

　4．1　生産方法の使用
　単一の主体が，検討対象クレームに記載のとおり，
検討対象データの生成及び検討対象有体物への化体を
含む全手順を行う場合には，それが発明の目的を達し
ないような態様でなされた等の特段の事情がない限
り，検討対象クレームに係る生産方法を使用したもの
と考えられる。分析を要するのは，3.1（1）で検討し
た，特許権者により生成された検討対象データをイン
ターネット等を介して入手した他人が，当該データを
検討対象有体物に化体させたような場合であり，この
場合に当該他人が生産方法を使用したとして特許権侵
害を問えるかが問題となる。
　複数主体による行為が全体として見れば特許発明の
構成要件を充足する場合において，特許権侵害の成立
を認める法理には，共同直接侵害や道具理論・支配管
理論といったものがある（34）。これらの法理の下，入
手した検討対象データを単に検討対象有体物に化体し
ただけの者である単純化体者が，特許権を侵害するか
を検討する。

　（1）　共同直接侵害
　「他人の特許方法の一部分の実施行為が他の者の実
施行為とあいまつて全体として他人の特許方法を実施
する場合に該当するとき…特許権の侵害行為を構成す
る」（35）とする法理であり，学説においては，複数の主
体の間に主観的共同関係があることを要するとする説
が多数説である（36）。ここで言う主観的共同関係につ
いては，共同不法行為（民法 719 条）における議論を
参照して，当事者間での積極的な合意の形成すなわち
共謀がある場合だけではなく，「相手方の行為につき
互いに認識しており，かつ，互いに相手方の行為を利
用する意思を有してい」る場合にも認められるとする
説がある（37）。
　単純化体者の場合，特許権者と単純化体者との間に
合意があることも，特許権者が他人の行為を利用する
意思を有することも想定し得ない。したがって，単純
化体者による共同直接侵害は成立しないと考えられる。

　（2）　道具理論・支配管理論
　共同の意思のない複数主体の行為が全体として特許
発明の構成要件を充足するときに，主体間に一定の関
係が存する場合に特定の主体が特許権を侵害している
と評価する考え方に，道具理論や支配管理論などと称
されるものがある。道具理論においては，複数主体の
うちのある者による侵害を，特許発明の一部について
他の者を「道具として実施しているものということが
できる」（38）場合に認め，支配管理論においては，侵害
者となるべき者を，複数主体の行為が全体として成す
物について「支配管理している者はだれかを判断して
決定されるべき」（39）とする。
　複数主体の相互間にいかなる関係があれば「道具」
や「支配管理」に該当するかについては議論がある
が，単にインターネット等を介して検討対象データを
入手して検討対象有体物に化体させたにすぎない単純
化体者が，当該検討対象データを生成した者に対して
支配的な影響力を及ぼすことができるとはおよそ想定
し難い。したがって，道具理論・支配管理論に基づく
特許権侵害が，単純化体者について成立することもな
いと考えられる。

　4．2　有体物の使用
　物の発明を用いる行為が「使用」に該当するか否か
についての考え方には，3.1（2）で述べた発明の目的
を達するような態様かによるもののほか，物の作用効
果を奏するような態様かによるものがある（40）。検討
対象クレームに係る発明は，検討対象データの生成を
主たる目的になされたものであり，検討対象有体物へ
の化体は形式的に付加されたにすぎないと考えられる
ことに鑑みれば，明細書等において当該検討対象有体
物自体の目的に明示的に触れられるとは限らず，目的
を基準とする考え方のみによっては行為の「使用」該
当性が適切に判断できないおそれがある。
　したがって，本節では，検討対象有体物を用いるど
のような行為が「使用」に該当するかを，検討対象有
体物とした物の種類ごとに，当該物の作用効果を奏す
る態様の行為であるか否かの観点から検討する。この
ような観点によることは，物品の目的が出願過程で明
示されることのない意匠制度における意匠に係る物品
の「使用」（意匠法 2 条 2 項 1 号）が，物品の機能が
発揮されるように用いることをいうと考えられてお
り（41），物品の目的によらない考え方が採用されてい
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ることとも整合する。

　（1）　コンピュータ読取り可能な記録媒体
　従前から請求項への記載が認められてきた「プログ
ラムを記録した記録媒体」（42）については，記録媒体か
らプログラムを読み出した時点で「使用」されたもの
とする説と，読み出したプログラムを実行してはじめ
て「使用」されたものとする説とがある（43）。そして，
プログラムが作用効果を奏するのがコンピュータに
よって実行された時点であることに鑑みて，後説を支
持する見解が多く見られる（44）。
　検討対象データを記録した記録媒体についても後説
と同様に考え，検討対象データを読み出した時点にお
いては「使用」に当たらず，読み出した検討対象デー
タをその性質に沿って用いてはじめて「使用」に当た
ると解するのが妥当であろう。検討対象データをその
性質に沿って用いる行為には，検討対象データが画
像，音楽，動画，文章等のコンテンツデータである場
合には当該コンテンツを他人に視聴・閲覧等させて利
益を得る行為等が想定され，検討対象データが AI モ
デルの学習済みパラメータである場合には当該パラ
メータを反映した AI モデルを入力データに適用する
行為等が想定されるなど，検討対象データの性質に
よって多種多様なものが含まれ得る一方，単純な複製
のような検討対象データの性質によらずになされる行
為は含まれないと考えられる。

　（2）　印刷物
　検討対象データを印刷した印刷物の用途には，当該
印刷物そのものを用いるものと，当該印刷物に印刷さ
れた情報を複製等により取り出して用いるものが考え
られる。前者については，作用効果を奏する態様で当
該印刷物を用いる行為が「使用」に該当すると考えら
れるところ，具体的な行為内容については，印刷用
紙，ポスター，本，ラベル，衣服等，用いられる印刷
物の具体的種類に応じて，その作用効果を奏する行為
であるかを個々に検討する必要があろう。後者につい
ては，取り出した情報と検討対象データの間に同一性
が認められる場合には，印刷物を実質的には記録媒体
として用いていると評価し得ることから，このような
場合について（1）と同様に考えることができ，取り
出した情報をその性質に沿って用いる行為が「使用」
に当たる可能性がある。

　（3）　立体物
　検討対象データを 3D プリント出力して得られる立
体物についても，印刷物と同様，当該立体物そのもの
を用いる用途と，当該立体物の形態の情報を 3D ス
キャン等の複製行為により取り出して用いる用途が考
えられる。前者については，立体物の具体的種類に応
じて，その作用効果を奏するよう用いる行為が「使
用」に該当することとなり，後者については，取り出
した情報と検討対象データの間に同一性が認められる
場合には，取り出した情報をその性質に沿って用いる
行為が「使用」に当たる可能性がある。

　4．3　その他の実施行為
　物を生産する方法により生産した物に対する実施行
為として，使用以外のものには，譲渡，貸渡し，輸
出，輸入，譲渡・貸渡しの申出がある（特許法 2 条 3
項 3 号）。検討対象有体物に対するこれらの概念は，
一般的な物に対するものと異なるところはないと考え
られる。
　また，物の特許発明に係る製品を国内で適法に譲渡
した場合，当該製品について特許権はその目的を達成
したものとして消尽すると解されており（45），物を生
産する方法の特許発明によって生産された物について
も，適法な譲渡により特許権が消尽すると解すべきと
される（46）。したがって，検討対象有体物についても，
適法な譲渡があった後に使用等する行為には特許権は
及ばないと考えられる。

5．まとめ
　本稿では，特許法上の保護を及ぼし得るデータとし
て，特許要件を満たす生成方法により生成されるデー
タ一般を検討対象データと想定し，コンピュータ読み
取り可能な記録媒体，印刷物，立体物等を検討対象有
体物として，検討対象データを化体した検討対象有体
物を生産する方法について特許を受けることにより，
当該検討対象有体物の保護を通じて当該検討対象デー
タについても一定の保護が及び得ることを論じた。特
に，検討対象データのみがインターネット等を介して
流通した先で検討対象有体物に化体された場合に，化
体する行為自体については特許権が及ばないと考えら
れる一方，当該検討対象有体物の使用等の行為につい
ては特許権を及ぼし得ることを示した。これにより，
検討対象データが記録媒体等を離れて流通した場合で
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あっても，流通先において当該検討対象データの記録
媒体への記録が必然的に行われることを捉え，流通先
において当該検討対象データを使用する行為を実質的
な対象として，特許権を作用させることができると考
える。
　現在の実務において，「プログラムに準ずるもの」
に該当するデータについて特許を受けることは可能で
あるものの，そのような特許の取得は必ずしも進んで
いないことが指摘されている（47）。その理由には様々
なものが考えられるが，データが「プログラムに準ず
るもの」の要件を満たすことが難しいことや，要件を
満たすデータについて特許権取得のニーズが限定的で
あることなどが理由に含まれることが想定される。こ
れらの理由に対しては，本稿の検討結果が部分的なが
ら解決を示し得ると期待する。
　また，特許制度による AI・IoT 関連データの保護
に関しては，政府審議会における検討の結果，「現行
法の解釈の限界について，さらに議論を深めていくこ
とが適当」と結論付けられたところである（48）。本稿
は，データ保護について現行特許法の解釈を検討した
ものであり，関連する議論の深化に寄与すれば幸いで
ある。
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